
県内産婦健康診査実施医療機関 【2019年３月時点】 

医療機関へのお願い  

掲載内容に変更がある場合は、県子ども家庭課（０８７－８３２－３２８５）までご連絡ください。 

医療機関 

住  所 

担当部署 
他の医療機関 

等で分娩した 

産婦の健診 

受入可否 
電話番号 

高松市 

香川県立中央病院 

 高松市朝日町一丁目２番１号 

①産婦人科外来 ②４西病棟 
× 

０８７－８１１－３３３３（代表） 

くろべクリニック 

 高松市木太町１３３５番地４ 

産婦人科 
※1 

０８７－８６７－２２６７ 

鈴木レディースクリニック 

 高松市福岡町三丁目１１番２７号 

 
○ 

０８７－８２６－２２８８ 

高松市立みんなの病院 

 高松市仏生山町甲８４７番地１ 

産婦人科 
○ 

０８７－８１３－７１７１ 

高松赤十字病院 

 高松市番町四丁目１番３号 

産婦人科外来 

※2 ０８７－８３１－７１０１ 

（内線１３２０） 

沼本産婦人科医院 

 高松市東田町４番地８ 

外来 
○ 

０８７－８３１－７０６２ 

みやもとレディースクリニック 

 高松市楠上町２丁目３番１５号２階 

 
○ 

０８７－８０６－１１７７ 

森産婦人科医院 

 高松市瓦町二丁目３番地５ 

 
○ 

０８７－８３１－５５１３ 

屋島総合病院 

 高松市屋島西町２１０５－１７ 

産婦人科外来 

○ ０８７－８４１－９１４１ 

（内線 ４５００） 

サンフラワー マタニティークリニック 

 高松市太田下町３０１７－３ 

外来 
○ 

０８７－８６８－４１０３ 

杉上産婦人科医院 

 高松市香川町浅野１０２６番地５ 

外来 
○ 

０８７－８７９－６９６９ 

はらだ産婦人科医院 

 高松市花ノ宮町一丁目５番３０号 

 
○ 

０８７－８３７－１６１１ 

二川産婦人科レディースクリニック 

 高松市三名町１１８番地１ 

産婦人科外来 
※3 

０８７－８８８－１１８８ 

よつばウィメンズクリニック 

 高松市円座町３７５番地１ 

 
× 

０８７－８８５－４１０３ 



ぼっこ助産院 

 高松市春日町１１７６番地 

 
○ 

０８７－８４４－４１０３ 

丸亀市 

 厚仁病院 

  丸亀市通町１３３番地 

産婦人科 
× 

０８７７－２３－２５２５ 

 香川労災病院 

  丸亀市城東町３丁目３番１号 

①西３病棟 ②産婦人科外来 
× 

０８７７－２３－３１１１（代表） 

坂出市 

 回生病院 

  坂出市室町三丁目５番２８号 

①産婦人科病棟（産後２週間） 

②産婦人科外来（産後１か月） ○ 

０８７７－４６－１０１１（代表） 

善通寺市 

四国こどもとおとなの医療センター 

  善通寺市仙遊町二丁目１番１号 

企画課 
※4 

０８７７－６２－１０００ 

 谷病院 

  善通寺市原田町１１９０番地１ 

 
× 

０８７７－６３－５８００ 

観音寺市 

 香川井下病院 

  観音寺市大野原町花稲８１８番地１ 

産婦人科外来 
× 

０８７５－５２－２２１５ 

三豊総合病院 

  観音寺市豊浜町姫浜７０８番地 

産婦人科 
○ 

０８７５－５２－３３６６ 

 もりの木おおにしクリニック 

  観音寺市茂西町一丁目６番３号 

産婦人科 
○ 

０８７５－２５－３２９１ 

さぬき市 

 さぬき市民病院 

  さぬき市寒川町石田東甲３８７番地１ 

産婦人科 
× 

０８７９－４３－２５２１ 

三豊市 

 高瀬第一医院 

  三豊市高瀬町上高瀬１２６０ 

産婦人科 
○ 

０８７５－７２－３８５０ 

小豆島町 

 小豆島中央病院 

  小豆郡小豆島町池田２０６０番地１ 

産婦人科外来 
○ 

０８７９－７５－１１２１（代表） 

三木町 

 香川大学医学部附属病院 

  木田郡三木町大字池戸１７５０番地１ 

医事課診療報酬担当 
× 

０８７－８９８－５１１１ 

 



綾川町 

 滝宮総合病院 

  綾歌郡綾川町滝宮４８６番地 

産婦人科 
○ 

０８７－８７６－１１４５（代表） 

   

【他の医療機関等で分娩した産婦の健診受入に関する注意事項】 

※1：（くろべクリニック）可能であれば事前に来院日時の連絡をいただきたい。 

※2：（高松赤十字病院）原則として当院で分娩した方の実施とするが、紹介患者受入実績も 

あるため、事前に当院まで連絡、確認いただきたい。 

※3：（二川産婦人科レディースクリニック）里帰り出産等の場合、出産した医療機関の主治

医からの事前連絡がある場合に限り可。 

※4：（四国こどもとおとなの医療センター）基本的には当院で分娩した方が可。 

 

 


